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・ 近隣市町村との規制情報の連絡などの連携に課題が残る。 

西麓 

・ 富士宮市はあらかじめ定められた２箇所で規制を行う。富士

市は第１次避難の対象となる地区が限られているため規制は

実施しない。 

・ 広報手段は、ホームページ、防災行政無線、広報車等を用い

る。 

・ 居住地域

への対応 

・ 警戒区域

の設定の

必要性 

・ 第２次避

難対象エ

リアの要

支援者へ

の対応 

西麓 

・ 居住地域への対応として、富士市は避難準備情報を発表し

て、要配慮者は避難を開始する。富士宮市は、居住地域が含

まれないため、防災行政無線等で、登山道などに情報伝達を

行う。 

・ 警戒区域について、富士宮市は状況によって設定を検討す

る。富士市は警戒区域を設定する。 

・ 第２次避難対象エリアには、富士市、富士宮市の居住地域が

含まれ、両市とも避難準備情報を発表し、防災行政無線、広

報車等、エリアメールで広報を行う。 

・ 要配慮者等の避難先は、富士市、富士宮市は両市とも市内に

設定している。避難手段は自家用車を想定している。高齢者

等は車両の手配が必要になってくると考えられる。 

東麓１ 

・ 居住地域として、別荘地が含まれるため、戸別受信機による

呼び掛けを行い、戸別受信機がない家には広報車で伝達す

る。 

・ 避難手段については、別荘地であることから自家用車で避難

する。 

・ 避難先として、富士山資料館に避難誘導を行う。 

・ 警戒区域は、全ての住民が避難してから設定する。 

・ 第２次避難対象エリアには、裾野市の居住地域が含まれ、要

配慮者に対して、自主防災会を通じて避難の呼び掛けを行

う。 

・ 避難手段が無い高齢者等は、協定を締結しているバス会社を

手配する。 

・ 避難先は裾野市市内を想定している。 

東麓２ 

 

・ 裾野市の別荘地域に避難準備情報を発表し、自主避難を呼び

掛ける。 

・ 伝達の手段は防災行政無線、登録メールで行うが、別荘地で

あり、戸別受信機がない住居もあるため、管理事務所を通じ

た呼び掛けや、広報車両による広報を行い伝達する。 

・ 閉山期であるため、警戒区域の設定は行わない。 





- 5 - 

第２次避難エリアに避難準備情報を発表する。伝達手段はこ

れまでと同様。 

・ 手段については基本的に自家用車を用いて、その他協定のバ

ス、自衛隊へ協力を要請する。 

・ 第３次エリアに準備情報が出された場合も、同様。富士市、

富士宮市共に市内の避難先。 

東麓１ 

・ 規制の実施主体は各道路管理者が行う。 

・ 迂回路は設定できないため、Uターンとなる。 

・ 自衛隊の演習場は自衛隊に規制を行ってもらう。 

・ 裾野市のみ別荘地が対象となる。避難準備情報、勧告、指示

を出して、行政無線、エリアメール、ホームページ、広報

車、管理事務所を通じた伝達を行う。消防、消防団、自主防

災組織を活用して確実に伝達する。避難手段は、県にバスを

要請する。 

・ 要配慮者の避難手段、避難先は御殿場市は、県へ要請した車

両で市内の避難所。裾野市、御殿場市も同様に避難する。 

東麓２ 

・ 裾野市で新たに避難対象になるエリアがあるため立ち入らな

いように規制箇所を設定する。御殿場市はレベル３と規制箇

所は同様。小山町については同じ箇所で規制するが、山梨県

に通じる国道の規制について検討することになる。 

・ レベル４で居住地域は避難エリア１に避難勧告または指示を

出して各市町村内の避難所に誘導する。レベル３と同様に防

災行政無線と別荘の管理事務所を通じて伝達し、管理事務所

と連携して避難の確認を行う。 

・ 要支援者にはこれまでの手段（防災行政無線、広報車等）の

他に、自主防災組織の会長、民生委員などを通じて確実に行

う。 

・ 要支援者の避難手段は、個別計画に基づいて避難することに

なる。手段がない者は県を通じてバス等を要請するか、市町

で独自にバスを手配する。避難先は当面は市内の避難所。 

・ 避難促進施設となる施設が第３次避難対象エリアにあるた

め、今後対策を進める必要がある。 

 

 

 参加者による自由討論 

 レベル３、４で討論、発表した内容について、グループ間で意見が異なった点やなどに

ついて、参加者間で自由討論が行われた。 
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 今回の演習で、市町村間の避難計画の進み具合に差があることが分かったはず。今回の

結果を整理し、避難計画をよりよいものしていくことが必要である。 

 協議会が噴火時等にはどのように機能していくのか、ということが参加者はイメージ

できたはず。実際の噴火時には、もっと慌しい状況で検討されていく可能性が高いこと

を意識しておく必要がある。 

 情報伝達について、「誰が」「どのような手段」で伝えるかということがまだ曖昧になっ

ている部分がある。現在は、活用できる様々な手段がある。それらをどのように活用し

ていくか、もっと検討していくことが必要である。 

 様々な状況を想像して、そのために必要な準備を行うことが重要である。できるだけ

「想定外」の状況をなくしていくことが必要である。 

【内閣府相澤補佐】 

 実は、災害対策基本法 63 条は市町村長の判断で、柔軟に運用できるものである。法律

の解釈や説明が必要であれば、いつでも相談して欲しい。 

 災害、特に火山の場合は長期にわたる。例えばレベル４ですぐに全庁体制にしてしまう

と、防災対応に従事する職員の体力、気力が持たなくなってしまう。今回の演習に参加

した方は、災害時に最低限どれだけの人数が必要で、どのように交代していけばよい

か、ということをイメージして欲しい。また、避難が必要とならない、火山の影響が小

さい市町村などは、他市町村を応援する側としての意識を持つことが重要である。 

 今日のような演習を、各自が持ち帰り、それぞれの機関で実施して、機関としての対応

能力を向上させていくことが重要である。 

 


